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　・届出先

・業者に一定の事由が生じた場合，免許権者に届出なければならない

＊大臣に対する廃業等の届出は，主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して届出する

●２－６　廃業等の届出（業者）

＊免許換えの手続きの間でも，宅地建物取引業を引き続き営むことができる。

＊免許換えの申請の他に廃業の届出・支店廃止の届出は不要

　・その他

　　

　・申請方法

①大臣免許を受けた業者が，１の都道府県にのみ「事務所」を有することとなった場合

　➩Ｂ都道府県知事に申請する

③都道府県知事免許を受けた業者が，２以上の都道府県に「事務所」を有することとなった場合

　➩知事を経由して大臣に申請する

❷業２　業者免許制度　／　９

　➩知事に申請する

●２－５　免許換え（業者）

・新たな免許をした免許権者は，遅滞なく，従前の免許権者へ通知しなければならない

②Ａ都道府県知事免許を受けた業者が，Ａ都道府県の「事務所」を廃止し，Ｂ都道府県にのみ「事務所」を

　有することとなった場合

　・趣旨

・業者は，「事務所」の新設・移転・廃止により，現在の免許証が不適当になる場合，免許換えの申請を

　しなければならない

　＊「事務所」以外の場所の設置は影響しない　 cf.P46

　・有効期間

・新たな免許の有効期間は５年

　　∵免許換えによる免許の取得は，新規免許の取得となる

　・通知
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２－５－２  

 

宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述は、宅

地建物取引業法の規定によれば、正しいか・・・。 

甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者Ｂ (甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買

の媒介をする場合、Ｂは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 

 

２－５－３  

 

宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述は、宅

地建物取引業法の規定によれば、正しいものか・・・。 

宅地建物取引業者Ｄ（甲県知事免許）は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免

許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。 

 

２－５－４  

 

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか・・・。 

宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業

を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通

大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とす

る免許証の交付を受けることとなる。 

 

２－５－５  

 

宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述は、宅

地建物取引業法の規定によれば、誤っているか・・・。 

宅地建物取引業者Ｃ(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているとき

は、Ｃは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第 37 条の規定によ

り交付すべき書面を交付することができない。 
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免許換えについて，業者は，「事務所」の新設・移転・廃止により，現在の免許証が不適当になる場合，免許換えの

申請をしなければなりません。

本肢では，乙県所在の宅地の売買の媒介をするだけですので，免許換えの必要はありません。

「業者Ｄ（甲県知事免許）・・・国土交通大臣に免許換えの申請をし・・・乙県所在の宅地の売買の媒介をする

ことはできない」旨の記載が誤りとなります。

2-5-3 R6-38-3 ×誤り P9

R3ｂ-36-2 ×誤り2-5-5 P9

免許換えについて，免許換えの手続きの間でも，宅地建物取引業を引き続き営むことができます。

「免許換えの申請・・・重要事項説明書・・・第37条の規定・・・書面を交付することができない」旨の記載が

誤りとなります。

新たな免許の有効期間は５年，免許換えによる免許の取得は，新規免許の取得となります。

R2ｂ-29-1 ×誤り P9

免許換えについて，③都道府県知事免許を受けた業者が，２以上の都道府県に「事務所」を有することとなった場合

2-5-２ H30-36-2 ×誤り P9

免許換えについて，業者は，「事務所」の新設・移転・廃止により，現在の免許証が不適当になる場合，免許換えの

申請をしなければなりません。

本肢では，乙県所在の宅地の売買の媒介をするだけですので，免許換えの必要はありません。

「業者B (甲県知事免許）・・・乙県所在の宅地の売買の媒介・・・免許換えの申請をしなければならない」旨の

記載が誤りとなります。

知事を経由して大臣に申請しなければなりません。

「免許換え前の免許・・・有効期聞・・・免許証の交付を受けることとなる」旨の記載が誤りとなります。

2-5-4
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